
 

別表１ 

業務分担表 
委託業務の内容は、下記のとおりとする。 

 

区分 業務内容 委託者 受託者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

栄
養
管
理
業
務 

病院給食運営の総括 ○  

栄養管理委員会の開催･運営 ○  

栄養管理委員会の出席 ○ ○ 

施設内関係部門との連絡・調整 ○  

献立作成基準（治療食・選択メニューを含む）の作成と献立確認 ○  

献立（治療食・選択メニューを含む）の作成  ○ 

患者サービスの推進（行事食・個人対応食） ○ ○ 

患者サービスに関する献立作成等と実施（行事食・個人対応食） ○ ○ 

濃厚流動食・栄養補助食品等の管理と提供  ○ 

献立表の確認 ○  

食事箋の変更指示と管理 ○  

食数の管理・集計  ○ 

食数の確認 ○ ○ 

給食システムの入力事務  ○ 

食事オーダーに係る事務業務食札作成  ○ 

嗜好調査・喫食調査等の企画会議開催 ○  

嗜好調査・喫食調査等の企画会議参加と実施 ○ ○ 

検食の実施・評価 ◎ ○ 

検食簿の整理と報告  ○ 

諸官庁提出関係書類の確認・提出・保管 ○  

諸官庁提出関係書類資料作成  ○ 

上記以外の給食関係の伝票整理・報告書の確認・提出・保管 ○ ○ 

上記以外の給食関係の伝票整理・報告書の資料作成  ○ 

給食材料

管理 

食材の購入・仕入・選定・検収（契約から検収まで）  ○ 

食材の点検・食材使用状況の確認 ○  

食材の保管・在庫管理・出納事務  ○ 

 

調
理
作
業
管
理
業
務 

調理・盛付・配茶・調乳・保存管理・検食の実施  ○ 

作業動線の作成  ○ 

作業動線・作業実施状況の確認 ○  

下処理・調理・盛付  ○ 

配膳・下膳･残食処理・食器洗浄消毒等  ○ 

管理点検記録の作成  ○ 

管理点検記録の確認 ○  

業務改善に関する定例の打ち合わせ開催 ○ ○ 

業務改善の実施  ○ 

インシデントレポートの作成  ○ 

インシデントレポートの確認 ○  



区分 業務内容 委託者 受託者 

   教育訓練 調理従事者等に対する研修・訓練の実施と理解度確認  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

衛
生
管
理 

 

衛生面の遵守事項の作成 ○ ○ 

衛生面の遵守事項の実施  ○ 

食材の衛生管理  ○ 

食材の衛生管理簿の確認 ○  

施設・設備（調理器具・食器等）の衛生管理  ○ 

衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認  ○ 

保存食の確保  ○ 

保存食の点検 ○  

納入業者に対する衛生管理の指示  ○ 

衛生管理簿の作成と自主衛生管理の実施  ○ 

衛生管理簿の点検・確認 ○  

清掃の実施   ○ 

緊急対応を要する場合の指示 ○  

健康管理計画の作成  ○ 

定期健康診断の実施と結果保管  ○ 

健康診断実施状況等の確認 ○  

検便の実施  ○ 

検便結果の確認 ○  

事故防止策の策定  ○ 

給     

食 

施 

設 

設 

備 

給食施設・主要な設備の設置・修理 ○  

給食施設・主要な設備の管理  ○ 

食器・配膳トレー等の補充 ○ ○ 

食器・配膳トレー等の管理  〇 

使用食器の確認 ○  

洗剤類及びその他消耗品の調達  ○ 

業務報告 

書等管理 

緊急連絡網の作成  ○ 

業務分担・職員配置表の指示  ○ 

業務分担・職員配置表の確認 ○  

勤務表の作成  ○ 

 
非常事態 
への対応 

                    

食中毒発生時の指示 ○  

食中毒発生時の体制整備  〇 

非常時（地震・火災等）の指示 ○ 
 

非常時（地震・火災等）の体制整備 
 

○ 

 
事業協力 

体制 

実習生受け入れへの協力  ○ 

調理実習に協力  ○ 

バイキング教室等イベントに関し料理等の協力  ○ 

消防訓練・防災訓練への協力  ○ 

その他､上記にない業務については協議のうえ定めるものとする 



経費負担区分表 
  別表２  

 

 

委託業務の運営に必要な経費の負担区分は下記のとおりとする。 
但し、委託者の事項にあっても受託者の過失により生じた損害の費用は受託者の負担とする。 

 

区
分 

委
託
者 

受
託
者 

備考 

施設費（厨房、事務室、更衣
室） 

◎  ・設置･改修･修繕 

設備、備品 ◎  ・補充･修繕 

厨房内大規模清掃業務委託
費 

◎  ・フード･壁面･蛍光灯等 

清掃の実施  ◎ ・日常業務の清掃 

害虫駆除委託費 ◎   

光熱水費 ◎   

給食材料費  ◎ 

・非常食を含む７．11)②、７．16)②参照 

・受託者の一時負担とし、給食材料費は最終的に 

 は委託者に請求する 

食器・トレー等購入費 ◎ ○ 
・受託者の取り扱いに起因する場合は受託者 

とする 

残飯、厨芥の処理 ◎   

廃油の処理  ◎  

事務機器の維持管理費 ◎  
・電子カルテ端末･ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ･ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ･内線用電 

話機 

給食管理システム維持費 ◎   

受託者従業員の人件費  ◎ ・給与･諸手当･福利厚生費 

受託者従業員の保健衛生費  ◎ 
・健康診断、検便の費用、衛生検査の費用、予 

防接種 

受託者従業員の被服費、洗濯

費 
 ◎ 

・上着、ズボン、前掛け、帽子、ビニール前掛け 

マスク、上履き、長靴、納入業者の履物、帽子 

（検収用）、洗濯代 

消耗品費（事務用品）  ◎ 
・受託者従業員が使用する事務消耗品、食札紙、食札立て、栄養
関係帳票用紙・カラープリンター・プリンターインク 

消耗品費 
（厨房内で使用するもの） 

 ◎ 

・食器洗浄用洗剤、食器洗浄機用洗剤、器具類 

洗浄用洗剤、ペーパータオル、配食用はかり、 

鍋、たわし、箒・モップ等の掃除用品、ラップ、ディスポ食器類 

クッキングシート、ホイル、ディスポ手袋等調理に 

必要なもの 

通信費  ◎ 
・材料購入事務に関わる電話、ﾌｧｯｸｽ設置及び 

使用料 

研修、教育費 ○ ◎ ・受託職員(ﾊﾟｰﾄを含む)を対象とした勉強会の実施   

その他､上記にない経費は協議のうえ定めるものとする。 



別表３

献立作成
管理関連業務名

献立基準

1 サイクルメニュー

①四季別メニューのサイクルは原則として 35 日とする
②朝食パン食のサイクルメニューは１週間を基本とする。またパン食対象外の食種からパン食への変更については、委託者と協議の上、パン食に見合った副
菜に変更を行う。
③週1.2回はパン、麺類を提供する。

2 選択メニュー
①週に3回、夕食について選択食を実施する。対象の食種は常食､全粥食とする。
②主食については全食種で、飯（普通飯、軟飯）、粥（全粥・5分粥・3分粥・重湯）、ＭＣＴ粥(全粥、5分粥)、麺（温冷のうどん､素麺）、パンの選択を可能とする。

3 行事食
①行事食として毎月1回以上、季節にあった食事を提供し、メッセージカードを添える。
②レトルト食品､冷凍食品の使用割合は30％以下とする。

4 おやつ

①術後食消化管術後として適切な食材を使用して栄養素量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も
取入れる。20時の補食については極力､個包装の食品を提供する。
②妊産婦食
栄養基準量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も取入れる。1回は食事を補うための軽食的な内容が
望ましい。20時の補食については極力、個包装の食品を提供する。
・季節のイベント時に行事のおやつ食を提供する。（年４～6回）

5 一般食

①院内約束食事箋の栄養量に準じた食事内容とする。
②使用する食材については常食、軟菜、5分菜、3分菜、流動食の段階にふさわしいものとして詳細は受託者と協議して取り決める。
③食事オーダー締め切り時間後の食事提供は入院食で対応する。入院食は常食、全粥食、5分粥食、３分食、流動食を提供する。
④婦人科
・出産した者には出産祝い膳として入院中１回に限り、祝い膳に相応しい別献立を月、水、金いずれかの夕食に提供するものとする。
・妊娠減塩食など塩分制限が必要な患者の場合は指示に基づき減塩対応の祝い膳を提供する。
⑤小児科
・離乳食は月齢に相応しいメニューとして初期（1回）､中期（2回）､後期（3回）､完了期（3回）で形態の段階を分ける。
・幼児食（①1～２歳、②３～５歳）、小児食（①６～７歳、②８～９歳、③10～11歳）は年齢に応じた形態と内容で食べ易い工夫をする。
・アレルギー負荷試験食として診療科と取り決めた負荷食を提供する。
・負荷試験時の昼食は特定原材料7品目を除いた献立として離乳、幼児、小児の年齢に準じた食事を提供する。
・複数の食物アレルギーがある場合は誤配膳を防ぐ目的で個別対応食として食事提供する。

6 病態食

①特別治療食として糖尿病食、腎臓病食、心臓病食、膵臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、術後食、低残渣食、貧血食、脂質異常食、妊娠高血圧症食、減塩食を
提供する。常食､軟菜、5分粥、3分粥、流動食で約束食事箋の栄養量を満たす内容とする。
②病態・個別対応食は病態食を基準として個人にあわせて調整した献立を提供する。
③カリウム制限は2000㎎、1500㎎でコメント対応とする。
④減塩食以外の食種の塩分制限はコメント対応で5ℊ、6ℊとする。
⑤水分制限は個別対応とする。

7 形態別

①嚥下調整食は院内約束食事箋に基づいた栄養素量で学会分類2021に準じて０ｊ～４までの段階を揃える。
②ゼラチンゼリーなど手作りしたものを50％程度使用する。
③一口大カットは3cm角、きざみは5mm角、みじんは2.3mm角として全食種対応とし、食形態指示に準じたカットをして食事提供する。
④嚥下食に使用する餡などのとろみ付けは､とろみ剤を使用する。
⑤嚥下食の主食は粥ゼリー、パン粥、ＭＣＴオイルを使用した粥を選択可能として指示があった場合は提供する。

8 その他

①濃厚流動食および栄養補助食品は病院の指示に基づいたものを使用する。
②食札表記は献立名、アレルギー食品名、禁止食品名、追加食品名、主食量、副食量を明記する。委託者の指定したものを使用する。
③米は一等級ランク､単一米またはこれに準ずるものを使用する。規格は産地を記載する証明書を提出する。放射線物質調査済み証明書を提出する。
変更の際は委託者が試食をしてから決定すること。
④食事以外に必要な患者に対して指示に準じた補食など提供する。
⑤透析で延食になる場合は食事を取り置きして再加熱して提供する。
⑥検査等で延食となった際の食事としてパン、牛乳、果物などを提供する。
⑦個別対応・病態対応食として病院管理栄養士が作成した献立に基づき食事を提供する。
⑧配膳は患者の希望があった際には主食、副食それぞれで冷配膳を選べるものとする

9 検食
①朝昼夕3食実施して、管理栄養士が検食簿を記載する。
②病院栄養士不在の時は委託者側の管理栄養士が実施する。
③医局の検食者名簿に基づき申し込みのあった食数を給食システムで管理して検食を提供する。

栄養基準

・献立は季節感と患者の嗜好（喫食調査・嗜好調査結果等）を配慮して作成。1年に1回以上､定期的に内容を見直す。

・献立表は委託者の承認を得る。

・献立は委託者の給食システムを使用して作成する。

・委託者が行う嗜好調査（年4回）、残食調査（毎日）の企画、実施について必要な業務を分担するものとする。

・関係書類資料の作成は年齢別荷重平均成分値、食料構成表、検食簿、業務日誌、実施献立表など給食関係の伝票整理・報告書の資料作成を行う。

・当院給食システムの料理マスターに料理、食品の登録をする。　

・加工食品は１年に1回以上、食品情報(アレルギー、栄養素)の更新を行い、商品のリニューアルがあった場合はその都度、食品情報の確認と更新・委託側への情報提供を行う

・委託者の栄養基準の範囲内での献立変更については、病院管理栄養士と協議する。

・納品業者は毎月、従業員の細菌検査報告書を委託者に提出する。

・食物アレルギーの食品除去は特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目を対象として指示のあった食品は加工食品、調味料を含めて完全除去する。

・禁止食品の除去は指定された範囲の料理や食品を除去する。

・食品の品質基準については「食品、添加物等の規格基準」（昭和34年厚生省告示第370号）の各条に記載されている規格基準の基準を満たすものとする。



      別表４ 

 

盛り付け時間表  

病棟名 朝食 病棟名 昼食 夕食 

医局 7：03 本館５F 10：59 16：54 

本館５F 7：06 本館４F 11：04 16：58 

本館４F 7：11 北３F 11：09 17：02 

北３F 7：16 南６F 11：14 17：06 

南６F 7：21 南５F 11：19 17：10 

南５F 7：25 南７F 11：24 17：14 

南７F 7：29 南４F 11：29 17：18 

南４F 7：33 救急・ICU 11：34 17：22 

救急・ICU 7：37 南３A 11：39 17：26 

南３A 7：41 心臓血管ｾﾝﾀｰ 11：43 17：29 

心臓血管ｾﾝﾀｰ 7：44 南３B 11：48 17：33 

南３B 7：48 医局 11：53 17：37 

 ＊患者食事時間「朝食/8：00・昼食/12：00・夕食/18：00」の配膳を厳守すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表５ 

 

配膳下膳時間表 

病棟配膳時間 

病棟名 朝食 病棟名 昼食 夕食 

医局 7：20 本館５F 11：20 17：40 

本館５F 7：20 本館４F 11：23 17：40 

本館４F 7：23 北３F 11：26 17：40 

北３F 7：26 南６F 11：29 17：45 

南６F 7：29 南５F 11：32 17：45 

南５F 7：32 南７F 11：35 17：45 

南７F 7：35 南４F 11：38 17：50 

南４F 7：38 救急・ICU 11：41 17：50 

救急・ICU 7：41 南３A 11：44 17：50 

南３A 7：44 心臓血管ｾﾝﾀｰ 11：47 17：55 

心臓血管ｾﾝﾀｰ 7：47 南３B 11：50 17：55 

南３B 7：50 医局 11：56 18：00 

  ＊ほか補食配膳10､15､20時に配膳あり 

病棟下膳時間 

病棟名 朝 昼 夜 

心臓血管ｾﾝﾀｰ 8：30 13：00 18：45 

救急・ICU 8：33 13：03 18：48 

南５F 8：36 13：06 18：51 

本５F 8：39 13：09 18：54 

南４F 8：42 13：12 18：57 

南３B 8：45 13：15 19：00 

南６F 8：48 13：18 19：03 

北３F 8：51 13：21 19：06 

本４F 8：54 13：24 19：09 

南３A 8：47 13：27 19：12 

南７F 9：00 13：30 19：15 

医局 9：03 13：33 19：18 



 

病棟再下膳時間 

 

 病棟名 朝食 昼食 夕食 

心臓血管ｾﾝﾀｰ 9：55～ 14：20～ 19：50～ 

救急・ICU 順次 順次 順次 

南５F 〃 〃 〃 

本館５F 〃 〃 〃 

南４F 〃 〃 〃 

南３B 〃 〃 〃 

南６F 〃 〃 〃 

北館３F 〃 〃 〃 

本館４F 〃 〃 〃 

南３A 〃 〃 〃 

南７F 〃 〃 〃 

医局 10：15 14：40 20：10 

  ＊ディルーム内「下膳台」の確認作業、清掃等も含むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表６ 

6-1：調理マニュアル 

時間 調理工程表/運用 備考 

6：00 

 

 

 

 

 

6：55～ 

 

8：30 

早番業務（朝食：調理） 

一般食・特別食・補食等の調理  

 （主菜/副菜等時間・例：6：00～） 

ごはん・お粥(全粥・5分粥）・3分・流動 

 （主食・配茶等の調理時間） 

果物・乳製品等の準備作業 

朝食：配膳作業「ベルトコンベアー」作業 

 盛り付け業務/配膳業務 

事務所「管理栄養士：勤務」 

前日に食器類の 

準備 

 

食材・食品の準備 

【委託者マニュア

ル作成】 

 

運搬 

9：00 

 

 

 

 

 

 

10：55～ 

※朝礼・平日業務（昼食：調理） 

一般食・特別食・補食等の調理 

 （主菜/副菜等時間・例9：30～） 

ごはん・お粥(全粥・5分粥)・3分・流動 

 （主食・配茶等の調理時間・例10：00～） 

副菜・副副菜等の準備・調理 

生鮮食品：下処理・洗浄など 

昼食：配膳作業「ベルトコンベアー」作業 

 盛り付け業務/配膳業務 

 

調理担当 

洗浄担当/業務 

 

 

 

 

 

運搬 

12：15 休憩  

13：30 

 

 

 

 

 

 

16：55～ 

日勤帯業務（夕食：調理） 

一般食・特別食・補食等の調理 

 （主菜/副菜等時間・例：14：30～） 

ごはん・お粥(全粥・5分粥)・3分・流動 

 （主食・配茶等の調理時間・例15：30～） 

副菜・副副菜等の準備・調理 

調理済～セッテング・例17：40～ 

夕食：配膳作業「ベルトコンベアー」作業 

 盛り付け業務/配膳業務 

 

2時間前調理 

調理担当 

洗浄担当/業務 

 

 

 

 

運搬 

18：30 

 

21：00 

夕食後 洗浄業務 

 

洗い残しはつけ置きから翌日洗浄 

 

 

終了 

  ＊食事時間を厳守し調理作業マニュアル「工程表」を作成すること 



6-2：栄養科手順書 

時間 栄養業務管理/患者給食管理 備考 

8：30 

 

 

 

 

 

10：00 

1名・管理栄養士：勤務 

 （患者給食管理） 

 病棟からの対応・対策 

1名・補助「サポート」：勤務 

 （食材発注・検収・在庫確認） 

２回おやつなどの確認/用意・準備 

電子カルテ「患者給食：昼食」取り込み 

指定された食札セッテング（病棟ごと） 

食物アレルギー等の確認作業 献立作成 

食事変更・各種帳票類提出 

オーダー締め切り後：入院食・必要な食事変更に対応 

 

 

 

 

 

 

昼食 10：00 

締め切り 

12：00 休息（1名体制）  

12：45 

 

13：00 

 

 

15：00 

15：30 

調乳 配膳時間・15：00まで 

 （一般調乳・冷凍母乳・特殊ミルク） 

患者食事変更～電話対応など 

病態対応食・個別対応食：委託側より依頼 

ミルク配膳・2回/3回おやつ準備 

電子カルテ「患者給食：夕食」取り込み 

食物アレルギー等の確認作業 献立作成 

食事変更・食札・各種帳票類提出 

オーダー締め切り後：入院食・必要な食事変更に対応 

S3A小児科 

S3B産科 

 

 

 

 

夕食 15：30 

締め切り 

16：30 

 

 

 

 

 

17：00 

電子カルテ「患者給食：翌日・朝食」取り込み 

食事変更・食札・各種帳票類提出 

経管栄養「翌日分は前日の夕に配膳する」  

食物アレルギー等の確認作業 献立作成 

食事配膳表・経管栄養配膳表を配布する 

オーダー締め切り後：入院食・必要な食事変更に対応 

電子カルテ（部門システム）バックアップ体制 

朝食（翌日） 

16：30 

締め切り 

 

 

 

 

 



6-3：食事オーダー締め切り・取り扱い時間 

 

 食事オーダー締め切り時間 入院食取り扱い時間 

朝食 前日 16時30分 前日 16時30分 ～ 翌日 9時 

昼食 当日 10時 当日 10時   ～ 13時 

夕食 当日 15時30分 当日 15時30分 ～ 19時 

経腸栄養剤 前日 15時30分 － 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表７ 

手洗いマニュアル 

 時間  調理作業前 備考 

厨房に入る前 

    時間 

6：00～ 

 

 

 

手洗い等に関して 

１：保健所・２：院内感染対策委員会

の指示・指導を遵守すること 

① 流水で洗浄する部分を濡らす 

② 薬用石鹸または消毒薬などを手掌に

とる 

③ 手掌を洗う 反対側を洗う 

④ 手指の間もよく洗う 

⑤ 指先・爪も洗う 

⑥ 手首も洗う 

⑦ 流水で洗い流す 

⑧ ペーパータオル等で拭く 

【多摩小平保健所】 

調理室 

洗浄室 

 

MILK室 

トイレ・休息 上記に同じ  

洗浄内容 ① 手を濡らして石鹸を手に取って 

② ブクブク・モミモミ・クルクル 

③ ゴシゴシ・クルクル 

④ 冷水で洗い流す 

⑤ 30 秒×２回 （①～④）1 分以上 

⑥ ペーパータオル等で拭く 

 

 

注意・事項      詳細・内容 

衛生管理 業務時間前に「下痢・嘔吐」がある場合は業務に従事しないこと 

厨房(調理場)に入る前に手洗いを徹底すること 

化膿創・傷などの場合、2重の「ゴム手袋」をして業務に当たること 

生肉の喫食は避け、生の魚介類の喫食には充分注意をすること 

トイレ 

 

休息・休憩 

トイレは栄養科専用を使用すること 

トイレ後、手洗いマニュアルを遵守し清潔・丁寧に行うこと 

食事等の後、厨房(調理室・洗浄室)に入る前に前室にて手洗いを 

慣行し「食の安全・安心」に努めること 

※食中毒予防を徹底すること 

  ＊受託者側もマニュアルを作成し遵守すること 



別表３

献立作成
管理関連業務名

献立基準

1 サイクルメニュー

①四季別メニューのサイクルは原則として 35 日とする
②朝食パン食のサイクルメニューは１週間を基本とする。またパン食対象外の食種からパン食への変更については、委託者と協議の上、パン食に見合った副
菜に変更を行う。
③週1.2回はパン、麺類を提供する。

2 選択メニュー
①週に3回、夕食について選択食を実施する。対象の食種は常食､全粥食とする。
②主食については全食種で、飯（普通飯、軟飯）、粥（全粥・5分粥・3分粥・重湯）、ＭＣＴ粥(全粥、5分粥)、麺（温冷のうどん､素麺）、パンの選択を可能とする。

3 行事食
①行事食として毎月1回以上、季節にあった食事を提供し、メッセージカードを添える。
②レトルト食品､冷凍食品の使用割合は30％以下とする。

4 おやつ

①術後食消化管術後として適切な食材を使用して栄養素量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も
取入れる。20時の補食については極力､個包装の食品を提供する。
②妊産婦食
栄養基準量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も取入れる。1回は食事を補うための軽食的な内容が
望ましい。20時の補食については極力、個包装の食品を提供する。
・季節のイベント時に行事のおやつ食を提供する。（年４～6回）

5 一般食

①院内約束食事箋の栄養量に準じた食事内容とする。
②使用する食材については常食、軟菜、5分菜、3分菜、流動食の段階にふさわしいものとして詳細は受託者と協議して取り決める。
③食事オーダー締め切り時間後の食事提供は入院食で対応する。入院食は常食、全粥食、5分粥食、３分食、流動食を提供する。
④婦人科
・出産した者には出産祝い膳として入院中１回に限り、祝い膳に相応しい別献立を月、水、金いずれかの夕食に提供するものとする。
・妊娠減塩食など塩分制限が必要な患者の場合は指示に基づき減塩対応の祝い膳を提供する。
⑤小児科
・離乳食は月齢に相応しいメニューとして初期（1回）､中期（2回）､後期（3回）､完了期（3回）で形態の段階を分ける。
・幼児食（①1～２歳、②３～５歳）、小児食（①６～７歳、②８～９歳、③10～11歳）は年齢に応じた形態と内容で食べ易い工夫をする。
・アレルギー負荷試験食として診療科と取り決めた負荷食を提供する。
・負荷試験時の昼食は特定原材料7品目を除いた献立として離乳、幼児、小児の年齢に準じた食事を提供する。
・複数の食物アレルギーがある場合は誤配膳を防ぐ目的で個別対応食として食事提供する。

6 病態食

①特別治療食として糖尿病食、腎臓病食、心臓病食、膵臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、術後食、低残渣食、貧血食、脂質異常食、妊娠高血圧症食、減塩食を
提供する。常食､軟菜、5分粥、3分粥、流動食で約束食事箋の栄養量を満たす内容とする。
②病態・個別対応食は病態食を基準として個人にあわせて調整した献立を提供する。
③カリウム制限は2000㎎、1500㎎でコメント対応とする。
④減塩食以外の食種の塩分制限はコメント対応で5ℊ、6ℊとする。
⑤水分制限は個別対応とする。

7 形態別

①嚥下調整食は院内約束食事箋に基づいた栄養素量で学会分類2021に準じて０ｊ～４までの段階を揃える。
②ゼラチンゼリーなど手作りしたものを50％程度使用する。
③一口大カットは3cm角、きざみは5mm角、みじんは2.3mm角として全食種対応とし、食形態指示に準じたカットをして食事提供する。
④嚥下食に使用する餡などのとろみ付けは､とろみ剤を使用する。
⑤嚥下食の主食は粥ゼリー、パン粥、ＭＣＴオイルを使用した粥を選択可能として指示があった場合は提供する。

8 その他

①濃厚流動食および栄養補助食品は病院の指示に基づいたものを使用する。
②食札表記は献立名、アレルギー食品名、禁止食品名、追加食品名、主食量、副食量を明記する。委託者の指定したものを使用する。
③米は一等級ランク､単一米またはこれに準ずるものを使用する。規格は産地を記載する証明書を提出する。放射線物質調査済み証明書を提出する。
変更の際は委託者が試食をしてから決定すること。
④食事以外に必要な患者に対して指示に準じた補食など提供する。
⑤透析で延食になる場合は食事を取り置きして再加熱して提供する。
⑥検査等で延食となった際の食事としてパン、牛乳、果物などを提供する。
⑦個別対応・病態対応食として病院管理栄養士が作成した献立に基づき食事を提供する。
⑧配膳は患者の希望があった際には主食、副食それぞれで冷配膳を選べるものとする

9 検食
①朝昼夕3食実施して、管理栄養士が検食簿を記載する。
②病院栄養士不在の時は委託者側の管理栄養士が実施する。
③医局の検食者名簿に基づき申し込みのあった食数を給食システムで管理して検食を提供する。

栄養基準

・献立は季節感と患者の嗜好（喫食調査・嗜好調査結果等）を配慮して作成。1年に1回以上､定期的に内容を見直す。

・献立表は委託者の承認を得る。

・献立は委託者の給食システムを使用して作成する。

・委託者が行う嗜好調査（年4回）、残食調査（毎日）の企画、実施について必要な業務を分担するものとする。

・関係書類資料の作成は年齢別荷重平均成分値、食料構成表、検食簿、業務日誌、実施献立表など給食関係の伝票整理・報告書の資料作成を行う。

・当院給食システムの料理マスターに料理、食品の登録をする。　

・加工食品は１年に1回以上、食品情報(アレルギー、栄養素)の更新を行い、商品のリニューアルがあった場合はその都度、食品情報の確認と更新・委託側への情報提供を行う

・委託者の栄養基準の範囲内での献立変更については、病院管理栄養士と協議する。

・納品業者は毎月、従業員の細菌検査報告書を委託者に提出する。

・食物アレルギーの食品除去は特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目を対象として指示のあった食品は加工食品、調味料を含めて完全除去する。

・禁止食品の除去は指定された範囲の料理や食品を除去する。

・食品の品質基準については「食品、添加物等の規格基準」（昭和34年厚生省告示第370号）の各条に記載されている規格基準の基準を満たすものとする。



別表３

献立作成
管理関連業務名

献立基準

1 サイクルメニュー

①四季別メニューのサイクルは原則として 35 日とする
②朝食パン食のサイクルメニューは１週間を基本とする。またパン食対象外の食種からパン食への変更については、委託者と協議の上、パン食に見合った副
菜に変更を行う。
③週1.2回はパン、麺類を提供する。

2 選択メニュー
①週に3回、夕食について選択食を実施する。対象の食種は常食､全粥食とする。
②主食については全食種で、飯（普通飯、軟飯）、粥（全粥・5分粥・3分粥・重湯）、ＭＣＴ粥(全粥、5分粥)、麺（温冷のうどん､素麺）、パンの選択を可能とする。

3 行事食
①行事食として毎月1回以上、季節にあった食事を提供し、メッセージカードを添える。
②レトルト食品､冷凍食品の使用割合は30％以下とする。

4 おやつ

①術後食消化管術後として適切な食材を使用して栄養素量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も
取入れる。20時の補食については極力､個包装の食品を提供する。
②妊産婦食
栄養基準量を満たすよう1日2回提供する。加工品の使用割合は50％以下として生果物や手作りの補食も取入れる。1回は食事を補うための軽食的な内容が
望ましい。20時の補食については極力、個包装の食品を提供する。
・季節のイベント時に行事のおやつ食を提供する。（年４～6回）

5 一般食

①院内約束食事箋の栄養量に準じた食事内容とする。
②使用する食材については常食、軟菜、5分菜、3分菜、流動食の段階にふさわしいものとして詳細は受託者と協議して取り決める。
③食事オーダー締め切り時間後の食事提供は入院食で対応する。入院食は常食、全粥食、5分粥食、３分食、流動食を提供する。
④婦人科
・出産した者には出産祝い膳として入院中１回に限り、祝い膳に相応しい別献立を月、水、金いずれかの夕食に提供するものとする。
・妊娠減塩食など塩分制限が必要な患者の場合は指示に基づき減塩対応の祝い膳を提供する。
⑤小児科
・離乳食は月齢に相応しいメニューとして初期（1回）､中期（2回）､後期（3回）､完了期（3回）で形態の段階を分ける。
・幼児食（①1～２歳、②３～５歳）、小児食（①６～７歳、②８～９歳、③10～11歳）は年齢に応じた形態と内容で食べ易い工夫をする。
・アレルギー負荷試験食として診療科と取り決めた負荷食を提供する。
・負荷試験時の昼食は特定原材料7品目を除いた献立として離乳、幼児、小児の年齢に準じた食事を提供する。
・複数の食物アレルギーがある場合は誤配膳を防ぐ目的で個別対応食として食事提供する。

6 病態食

①特別治療食として糖尿病食、腎臓病食、心臓病食、膵臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、術後食、低残渣食、貧血食、脂質異常食、妊娠高血圧症食、減塩食を
提供する。常食､軟菜、5分粥、3分粥、流動食で約束食事箋の栄養量を満たす内容とする。
②病態・個別対応食は病態食を基準として個人にあわせて調整した献立を提供する。
③カリウム制限は2000㎎、1500㎎でコメント対応とする。
④減塩食以外の食種の塩分制限はコメント対応で5ℊ、6ℊとする。
⑤水分制限は個別対応とする。

7 形態別

①嚥下調整食は院内約束食事箋に基づいた栄養素量で学会分類2021に準じて０ｊ～４までの段階を揃える。
②ゼラチンゼリーなど手作りしたものを50％程度使用する。
③一口大カットは3cm角、きざみは5mm角、みじんは2.3mm角として全食種対応とし、食形態指示に準じたカットをして食事提供する。
④嚥下食に使用する餡などのとろみ付けは､とろみ剤を使用する。
⑤嚥下食の主食は粥ゼリー、パン粥、ＭＣＴオイルを使用した粥を選択可能として指示があった場合は提供する。

8 その他

①濃厚流動食および栄養補助食品は病院の指示に基づいたものを使用する。
②食札表記は献立名、アレルギー食品名、禁止食品名、追加食品名、主食量、副食量を明記する。委託者の指定したものを使用する。
③米は一等級ランク､単一米またはこれに準ずるものを使用する。規格は産地を記載する証明書を提出する。放射線物質調査済み証明書を提出する。
変更の際は委託者が試食をしてから決定すること。
④食事以外に必要な患者に対して指示に準じた補食など提供する。
⑤透析で延食になる場合は食事を取り置きして再加熱して提供する。
⑥検査等で延食となった際の食事としてパン、牛乳、果物などを提供する。
⑦個別対応・病態対応食として病院管理栄養士が作成した献立に基づき食事を提供する。
⑧配膳は患者の希望があった際には主食、副食それぞれで冷配膳を選べるものとする

9 検食
①朝昼夕3食実施して、管理栄養士が検食簿を記載する。
②病院栄養士不在の時は委託者側の管理栄養士が実施する。
③医局の検食者名簿に基づき申し込みのあった食数を給食システムで管理して検食を提供する。

栄養基準

・献立は季節感と患者の嗜好（喫食調査・嗜好調査結果等）を配慮して作成。1年に1回以上､定期的に内容を見直す。

・献立表は委託者の承認を得る。

・献立は委託者の給食システムを使用して作成する。

・委託者が行う嗜好調査（年4回）、残食調査（毎日）の企画、実施について必要な業務を分担するものとする。

・関係書類資料の作成は年齢別荷重平均成分値、食料構成表、検食簿、業務日誌、実施献立表など給食関係の伝票整理・報告書の資料作成を行う。

・当院給食システムの料理マスターに料理、食品の登録をする。　

・加工食品は１年に1回以上、食品情報(アレルギー、栄養素)の更新を行い、商品のリニューアルがあった場合はその都度、食品情報の確認と更新・委託側への情報提供を行う

・委託者の栄養基準の範囲内での献立変更については、病院管理栄養士と協議する。

・納品業者は毎月、従業員の細菌検査報告書を委託者に提出する。

・食物アレルギーの食品除去は特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目を対象として指示のあった食品は加工食品、調味料を含めて完全除去する。

・禁止食品の除去は指定された範囲の料理や食品を除去する。

・食品の品質基準については「食品、添加物等の規格基準」（昭和34年厚生省告示第370号）の各条に記載されている規格基準の基準を満たすものとする。


